
件　　　名
令和８年度検診車（CR及びデジタル）による結核検
診業務委託

№5200258

工（納）期

契約締結日

契約金額

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和9年3月31日

令和8年4月1日

推定総額　１，７５０，５００円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：8010605000097）

契約相手方
公益財団法人　東京都結核予防会

備　　考

複数単価契約



契約審査委員会資料

R8.2.26

件　　名

名　称

代表者

所在地

業者選定理由書

令和８年度検診車（CR及びデジタル）による結核検診業務委託

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

理事長　笹井　敬子

東京都墨田区両国四丁目５番９号

公益財団法人　東京都結核予防会

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　本件は、結核の発生があった事業所等のＣＲ検診車による検診（撮影及び読影）、
及び日本語学校就学生を対象としたデジタル撮影車による検診の業務委託であ
る。
　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を得た
うえで、上記業者を契約相手方に指定したい旨の依頼があった。

　経理課として検討したところ、
　①結核の発生時には、感染者や発病者を早期発見して接触者検診を実
　施し、健診結果を即時に知らせることが感染拡大を防ぐために非常に
　重要である。そのため、X線撮影した画像が即時に映し出され、検診
　車に同乗する医師により読影できる装置を有するＣＲ検診車を保有
　し、かつ、読影医師を配置している必要があるが、集団検診に登録の
　ある都内の事業者のうち、対応可能な事業者は上記法人のみである。

　②日本語学校検診においても、結核の読影ができる医師が少なくなる
　中、読影経験豊富な医師による検診が求められるが、上記法人は読影
　を行う結核診療に携わる経験豊富な医師が在籍しており、信頼性の高
　い検診の実施が可能である。

　③また、上記法人は、平成１１年度から本件業務を受託しており、こ
　れまでの履行状況は良好である。

　以上のことから、上記業者を相手方に指定した随意契約を締結する。


